
東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業サービス
従事者養成研修のご案内（研修受講の申込要項）

平成29年4月より開始しました東大阪市介護予防・日常生活支援総合
事業において、担い手の参入を推進するため、「訪問型生活援助サービ
ス」「訪問型助け合いサービス」「通所型つどいサービス」に従事する
方の養成研修を開催します。

１．受講要件
東大阪市内に在住・在勤であり、サービス従事者として総合事業へ
参入する予定がある方、または参入を検討している方
※東大阪市外在住の方であっても、東大阪市内のボランティア
グループ等で活動されている方は受講可能です。

２．受講費用 無料

３．開催会場・日程・募集人数等

４．研修時間・内容
各日程、９時３０分～１７時（休憩等を含む）を予定しています。
別紙「受講科目」に基づき1日6時間を2日間、合計12時間の受講
となります。なお、受講科目が免除されることはありません。
受講修了された方には、後日修了証をお送りします。

開催会場 日程
募集
人数

申込の締切

東大阪市役所
８階北側会議室
（荒本北１－１－１）

令和８年８月２６日（水）
８月２７日（木）

１５名
令和８年８月７日(金)
必着

※計２日間の日程での受講となります。
※会場には公共交通機関等でお越しください。
※昼食については、各自でご用意ください。



５．申込方法
様式「受講申込書」を記入し、本人確認書類のコピーを同封の上、
下記宛先へ郵送にてお申込みください。

＜郵送先＞
〒５７７－８５２１
東大阪市荒本北１－１－１
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室

地域包括ケア推進課 従事者養成研修担当 宛

【本人確認書類（次のいずれか）】
・運転免許証 ・医療保険被保険者証 ・介護保険被保険者証
・住民票 ・在留カード
・マイナンバーカード（個人番号カード） 等

６．申込の締切
令和８年８月７日（金） 上記宛先へ必着

７．受講決定・不決定のお知らせ
申込締切日の翌開庁日頃に通知を発送します。 
※申込多数の場合、抽選により受講者数を調整します。

８．研修実施業者
本研修は、東大阪市から委託した事業者にて実施します。

９．お問合わせ先

〒５７７－８５２１
東大阪市荒本北１－１－１
東大阪市役所福祉部高齢介護室
地域包括ケア推進課 従事者養成研修担当

電話 ０６－４３０９－３０１３
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